




でに納税の告知がなされなかったことから法第 151条第 2項に反し、納税
の告知は効力を有していないこととなり、当該課税の措置が適法な事務手
続となっていないことが判明した。 

県では今回の監査における指摘の後、直ちに法令に準拠するように納期
限を 9月 3日に変更し、滞納者に対する延滞金の計算をやり直し、過払分
を対象者に還付・充当した。 
 このような事態に陥った原因は、担当者の失念によるものと電算システ
ム上の納期限を 8月末日にすることがあらかじめ設定されていたためと
のことであるが、法的な要件を具備することそのものが要求されるような
事務手続が法的な要件を満たさなかったことについて、チェックが行われ
なかったことは残念である。 

この点については、監査時に入手した税務職員の初任者研修テキストに
も相当の紙面を割いて十分な説明がなされている。 

今後においても間違いに気がついたときには直ちにこれを修正するこ
とは勿論、間違いを起こさないような事務処理体制を構築する必要があ
る。【結果】 

（２）電算事務処理の複数年にわたる委託契約について 
 自動車税事務所では、課税データのエラー処理の事務や自動車税マスタ

ーの作成等の業務を民間業者に委託している。この委託業務契約は 58 ヶ
月の契約期間が設定されている。 

自治法上、長期に継続する契約は電気、ガスや水道のほか、不動産の賃
貸借等に限られており、これのほかには債務負担行為として、予算上の定
めが必要であるため、当該委託業務について県は債務負担行為として予算
に定めている。 

しかし、当該委託事務は単年度で終了するものであり、必ずしも長期の
契約をする必要がある委託業務とは思われない。この点について県では、
委託する業務の内容を一業者に一度説明すればその後契約年数にわたっ
て一定の品質が保てるなど効率的であるとともに、スケールメリットを発
揮させてトータルコストの縮減を図るために長期の契約としたと説明し
ている。 

一般的に複数年契約のデメリットとしては、長期契約に伴い、仕様、契
約内容等の契約締結後のチェックや見直しなどが不十分となり、競争原理
の後退を招くおそれが挙げられる。 

また、コスト面からの分析についても、当時の資料を見る限り十分に行
われていなかったものと思われる。 

今後、複数年契約を行う場合には、メリットとデメリットを明確にした
上で、本当に複数年での契約が必要かを十分に検討する必要があると考え

この委託業務につきましては、当初、長期契約によるコスト面からの
メリットがあると考え、５年間の契約としましたが、長期に渡ることに
より、業務内容等の変更に対応できないなどのデメリットもあることか
ら、次回から契約期間を１年間に見直します。 

 





特別徴収義務者に対しては全て申告書等を提出させる必要がある。【結果】 
（２）徴収不能額の返納額の誤りについて 
 軽油引取税は、特別徴収の方法を採用しており、担税者と納税者が一致

していないため、特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は
一部を受け取ることができなくなった場合又は徴収した軽油引取税額を
天災等により失った場合には、当該特別徴収義務者の申請によりすでに納
入されている税金の還付を求めることができるとされている（法第 700条
の 21 の 2、条例第 182 条の 2）。 

これにつき、徴収不能による還付事務が適正に行われているかについて
手続を実施したところ、徴収不能額の返納額の算定ミスが発見され更正決
定することとなった。 

これは算定ミスという単純なミスであり、金額的にも少額であったが、
事務処理手続として、担当者 1名で計算を実施しており、上司の確認が形
式的になってしまっていた可能性がある。現在も担当者 1名による計算結
果がそのまま還付金額として決定されており、今後も同様のミスが発生す
る可能性がある。申請様式の内容を検討するなどしてミスの防止を図られ
たい。【結果】 

ご指摘の誤りについては、更正決定により既に過還付分の納付を受け
ました。 
現在は、添付書類、確認事項、計算手順等を確認できるシートを作成

し、決裁時には二重チェックをするなど、再発防止に努めています。 

 

（３）複写免税証使用者の報告時の確認 
複写免税証とは、免税額の欄が白紙になっており、使用者側が免税数量

の記入を行う形式の免税証であり、現在、一部の漁業組合に交付されてい
る。複写免税証を交付した先についても、毎月の報告書が提出される際、
報告書に実際に購入した時の領収証を添付させ、実際の購入量と免税数量
の一致を確認することになっている（自治庁次長通達「地方税法の施行に
関する取扱いについて」（道府県税関係））。 

提出された報告書を閲覧したところ、報告書に領収証の添付がないもの
が散見された。領収証の添付は実際の購入量と免税数量の一致を確認する
ために重要な意味を持つため、領収証を添付するよう指導する必要があ
る。【結果】 

事務点検表のチェック項目に領収証添付の項目を加え、領収証等の添
付書類の確認を行いました。 
また、平成 18 年度、４県税事務所を対象に県税事務点検を実施したと

ころ、適正に事務処理されていました。 

 

また、複写免税証は正と副が一対となっており、使用者から副の提出を
受け、販売者から申告時に正を回収するが、正と副の数量の一致が確認さ
れていなかった。現在は、この免税証は複写になっておらず、正と副につ
いて、異なる数量の記入も可能であるため、報告書に「副」の写しを添付
させるなど正と副の数量の一致を確認する手続を取られたい。【結果】 

事務点検表のチェック項目に、正･副免税証の県総合税システムによる
確認項目を加え、複写免税証の適正な管理を行いました。 

 





文言を改める必要がある。【意見】 
送付の時期についても、課税調査は、価格決定についての県税事務所長

の決裁前に行われることが不動産取得税課税業務管理規定に定められて
いるので、調査依頼文書としてのお知らせ通知書は、価格決定についての
県税事務所長の決裁が行われる前にされるべきである。この場合、県税事
務所の課税担当者の事務効率の観点から、従来のお知らせ通知書に代わる
調査依頼文書はシステムから自動的に出力できるようにするか、ひな型を
作成しておくことも必要と考える。【意見】 

当該文書を調査依頼文書として使用しないこととし、税額のお知らせ
として送付することとしました。 
また、調査依頼については、別途作成することで対応を行いました。 

 また、お知らせ通知書には、宗教法人、学校法人については、「本来の
事業の用途に供する場合には、税額が減額される。」と記載されているが、
社会福祉法人の場合には非課税の適用があり得ることは記載されていな
い。 

非課税の適用があり得る納税者には、等しくその主張や相談の申し出を
なしうるようにすることが公平であるから、記載する文言を工夫する必要
がある。また、「本来の事業の用途に供する場合には、税額が減額される。」
という記載内容は法及び条例と符合しないので、非課税という記載に改め
るべきである。【意見】 

当該文書を調査依頼文書として使用しないこととし、税額のお知らせ
として送付することとしました。 
また、調査依頼については、別途作成することで対応を行いました。 

（２）承継取得における未登記不動産の捕捉について 
 未登記不動産の捕捉については、年に 1 回期日を指定して市町村に赴

き、不動産の取得者が市町村に提出した家屋補充台帳登録名義人変更届、
固定資産所有者変更届等を調査することにより行っている。ただこの調査
は、平成 15年度以前は県税事務所ごとに独自に行っており、平成 16 年度
から全県税事務所で統一的に行われている。 

この未登記不動産の調査のうち平成 16 年 6 月以降の調査によって捕捉
された課税データ分が未だ電算登録されずに放置されていたケースがあ
った。適時に電算登録する必要がある。なお、本監査での指摘により、平
成 17 年 9 月に調定がなされている。【結果】 

今後は、捕捉データの処理を確認するため、賦課計画書の確認事項に
定期的に課税データ等の処理を行ったかどうかの項目を設け、チェック
を強化しました。 
また、業務手順の見直しを行い、年間賦課計画及びＩＳＯ内部監査の

チェック項目に未登記不動産の調査を追加しました。 

 



また、県税事務所によっては平成 15 年度以前には未登記不動産の捕捉
調査が行われていなかった所もあり、今回の調査により、不動産取得税の
賦課決定の除斥期間（5年）が経過している未登記不動産が多数認識され
た。これらの不動産については、市町村が不動産の取得を認識した時点で、
既に不動産取得税の賦課決定の除斥期間を経過しており、県税事務所が、
過去に未登記不動産の捕捉調査が行われていなかったために課税漏れと
なったものとはいえない。ただ、市町村の場合は未登記不動産を発見した
以降、毎年固定資産税を賦課することができるのに対し、不動産取得税の
場合は取得後除斥期間を経過すれば時効となり、賦課することはできない
ので、市町村に対して、未登記不動産の取得の早期発見に更なる協力をし
てもらうための働きかけが必要である。【意見】 

市・町とは今後未登記不動産に関し定期的に情報交換を行い、連携強
化を図ります。また、賦課計画書にも処理項目として追加しました。 

（３）申告について 
  不動産の取得者及び課税標準の特例等の対象者の多くが、税法の知識に

乏しい一般個人であることや、一部不動産業者を除いては不動産を取得す
ること自体が希なことであることなどから、期限内に申告がないことで課
税標準の特例を受けられないとすれば取得者に酷であると考えられるこ
と、他方で、申告がなくても調査により課税は適切にされていること、申
告がされたとしても調査自体はしなければならず申告は課税事務の軽減
につながらないことなどからすれば、「不動産取得税の課税標準の特例等
に係る事務の取扱いについて」通達により、不動産の取得に関する申告期
限後に特例の適用があるべき旨の申告がなされた場合でも、申告期限内に
申告がなされたものとみなして特例の適用をすること、及び、申告書の提
出がない場合でも、特例の適用があることが課税に関する調査及び資料等
により明らかなものについては、申告がなされたものとみなして取扱うこ
ととされている現行の課税事務の取扱いには合理性が認められる。 

ただ、滞納整理との関係で、納税者の申告に基づき賦課し、事後的に県
が調査をしてこれに基づき更正するという取扱いも課税客体の早期把握
及び早期賦課を行うための一つの方法として検討することも必要ではな
いかと考える。【意見】 

不動産取得税は普通徴収と規定され、課税庁の調査に基づく税額決定
を行わなければならず、申告だけによる課税は制度上行うことができま
せん。具体的には、申告書の提出があった場合でも、所有権移転の事実
確認や、課税標準となるべき価格の調査を行う必要があり、ご指摘の課
税方法につきましては実施が困難です。 

 

（４）滞納について 
  不動産取得税の滞納状況からすると、平成 16 年度の滞納整理実施要領

において、重点税目の一つと定められたことには合理性が認められる。 
ただ、課税客体の早期把握及び早期賦課を行い早期に滞納整理に着手す

ることについて、全ての課税客体について一律にかつ大幅に賦課までの期
間を短縮することは、今後、法務局から電子データのまま直接入手できる
ようになるなどしない限り困難であると思われる。よって、現行の事務手
続を前提にして賦課までの期間を短縮しようとすれば、法務局の登記申請

税額の大小は滞納傾向とは直接関連はなく、それにより課税時期を調
整することは、税の公平性から問題があります。 
また、多い月では数百件にも上る課税件数を抱える事務所の実態から

みても、税額により事務を区分することは、正確性・効率性・迅速性の
観点から現時点では実施が困難です。 
 現在の法務局で閲覧する方法では、法務局の事務処理等の進捗状況に
よりますが、可能な限り早期調査を実施し、早期課税を行います。 

 











理すべき点において相違はなく、万一機密情報が外部委託事業者より漏洩
した場合においても、県が負うべき責任は軽減されるものではない。その
ため、機密情報の保管場所及び保管方法につき特段の合意のないデータ入
力に関わる業務及び帳票出力・封入封緘業務に関する外部委託事業者との
間に締結した確認書・契約書において、受渡した機密情報を適切に管理す
べき旨の条項を追加するとともに、具体的な保管場所及び保管方法につい
て別途書面により合意することが望ましい。【意見】 

ただし、郵政公社自身の「職員情報保護管理手続きの運用」、「東京貯金
事務センター情報セキュリティ管理細則」等にてコンプライアンスが徹
底されているため、保管に関する規制強化は達成されていると判断して
います。 

（４）情報資産の管理方法の強化（電子データ） 
  総合税システムは、専用端末からのみ利用が可能なシステムであり、当

該端末以外において総合税システム上の情報を利活用しないことが原則
とされている。 
 機密情報の流出経路を可能な限り限定する観点から、総合税システムに
おいて以下の施策につき検討するべきである。 
・データファイルの出力が業務上必要な帳票の見直し（データファイルの

出力機能を有する約 100 種類の帳票を必要最低限の種類に絞り込み、帳
票や総合税システム上の画面による代替を図る）。 

・データファイルのダウンロードが可能なユーザの限定。 
・外部記録媒体を使用する端末の制限。 
・ファイルサーバにおける当該データファイルの管理に関する手順書の 

作成（過去ファイルを速やかに削除するための手続、バックアップ取
得・保管ルール、他の端末への移動の禁止等）。 

・データファイルの移動において使用する外部記録媒体の管理に関する 
手順書の作成（使用する外部記録媒体の特定、ファイル移動における切
取り機能の利用、当該媒体の保管ルール等）。【結果】 

 総合税システムから出力されるデータファイルなど情報資産の管理方
法について、機密情報の流出経路を可能な限り限定するため、指摘を受
けた事項について検討し、不要な帳票の削除及び手順書等の作成を行い
ました。 
 また、データファイルをダウンロードできるユーザの限定及び外部記
録媒体の端末制限については、ユーザを県税事務所に限定していること
と、システム変更に多大な経費を要することから、総合税システム情報
セキュリティマニュアルで取扱いを徹底しました。 

 

（５）情報資産の管理方法の強化（用紙/帳票） 
 機密情報の不正な流出の防止、機密情報漏洩時における負担すべき責任

の限定、虚偽の資料・帳票が外部において作成される危険性を軽減する観
点から、以下の施策につき検討することが望ましい。 
・総合税システムより出力された紙媒体による機密情報は、プリンタ室 

や他の事務所との共有の室に保管せず、総合税システム専用の常時施錠
された場所に保管する。 

・廃棄する機密情報に係る出力情報の廃棄記録を作成・保管する。 
・県の公印が押された専用用紙についても総合税システムより出力され 

た紙媒体による機密情報と同様の厳重な管理を行う。【意見】 
 
 

・機密情報を保管する専用の場所の確保は物理的に不可能なことから、
鍵付きのロッカー等で保管します。 

・平成 18 年度からは「情報資産管理簿」を作成していることから、その
中で廃棄記録も管理します。 

・公印が押された専用用紙についても、機密情報と同様に鍵付きのロッ
カー等で保管します。 

 







（３）管理者権限の ID に対する管理強化 
 総合税システムにおいて、センタサーバ、部門サーバ、各サーバ上のデ

ータベース、各税務端末において管理用の ID が設定されている。これに
対し、各管理用の ID の利用可能なメンバーを記載した名簿が作成される
など、一定の管理状況が認められるが、総合税システム(本稼動) におけ
る管理用の ID の無権限者による利用を排除する観点から、以下の施策に
つき検討することが望ましい。 
・不要な管理用の IDは削除する。 
・本稼動システムの管理用の ID、パスワードは開発用システムと明確に 

分離し、開発業務や維持管理業務の外部委託事業者に管理用の ID を付
与する場合に、業務権限を超えた範囲でのシステム権限が付与されない
ようにする。 

・管理用の ID は情報システム管理者が管理し、開発業務や維持管理業務
の外部委託事業者が利用を必要とする場合のみ、申請に基づき貸与する
とともに、利用後は情報システム管理者がパスワードを変更する。 

・システム上デフォルトで作成されている管理用の ID のパスワードの変
更を必ず要求する。【結果】 

・不要な管理者 ID の削除を行いました。 
・開発業者への ID貸与については、業務ごとに、その業務範囲を限定す

るなど権限の見直しを行いました。 
・管理用 ID については、管理簿を整備するとともに、申請に基づき貸与

し、利用後はパスワードを変更することとしました。 
・システム上デフォルトで作成されている ID のパスワードの変更を委託

業者に対して書面で要求し、対応しました。 

 

（４）開発要員による本稼動システムへのアクセス制限 
 本番データへの無権限者によるアクセスを制限する観点から、以下の施

策につき検討することが望ましい。但し、従前の実務上の業務運営との連
続性やトラブルへの迅速な対応、さらに効率的な開発・維持管理の実施と
いう観点を勘案すると、以下の施策を実行するには相当の困難が伴うこと
も想定される。したがって、施策の実施可能性に関しては慎重な判断が必
要となる。 
・開発要員に対し、本稼動システムのネットワークにログインするため 

の IC カードを付与しない。 
・本稼動システムと開発・テスト用システムにおいて異なるアクセス権 

限を設定し、開発要員には開発・テスト用システムへのアクセス権限の
みを付与することにより本稼動システムへのアクセスを制限する。 

・開発用システムへの本番データの移行を原則禁止とする。 
・開発用システムへの本番データの移行を例外的に認める場合、機密情 

報にあたる項目を別の情報に置き換える処理を設ける。また、情報シス
テム管理者の承認を得るとともに、利用後における当該本番データの速
やかな削除及び削除した旨を記載した書面を入手する。 

・本稼動システムとテスト用システムとの間の同期処理を行う場合にお 
いて、機密情報にあたる項目を別の情報に置き換える処理を設ける。 

【意見】 

円滑な開発、テストを進めるため、開発用システムには本稼働システ
ムと同一の環境を日次で移行させていますので対応は不可能です。 

 

















が存在する以上、これに準拠した事務手続を行うべきである。【結果】 
（２）未納授業料の時効の管理について 
 高等学校授業料は公法上の債権であり、時効の援用を待たずに 5年経過

すれば時効となる。時効が成立した債権については、収納することができ
ない。しかし、実際には各高等学校は、個別の債権ごとの時効の管理を十
分に行っていない。 

このような取扱いでは、時効が成立した債権が適時に不納欠損処理され
ないおそれが生じる。したがって、各高等学校で個別の債権ごとに時効を
管理し、時効も意識しながら回収努力を行う必要があると考える。【意見】 

 未収授業料について、時効の管理を十分に行うよう上記研修会におい
て徹底を図りました。 
なお、消滅時効が成立した債権については、適宜不納欠損の事務手続

きを行いました。 
 消滅時効成立による不納欠損処理  760,800 円 （平成 18 年 3 月） 

 

 


